
1 

オープンイノベーション裾野拡大事業 

委託業務仕様書 

                         
１ 事業名 

オープンイノベーション裾野拡大事業委託業務 
 
２ 事業目的 

本県では、県内の製造業の製品・技術等を広くアピールするため、2003 年度から、世

界に誇る独自の技術や製品を有する優れたモノづくり企業を「愛知ブランド企業」とし

て認定（認定企業累計 417 社）してきた。 

しかし近年、カーボンニュートラル実現に向けた技術革新や DX の加速、消費者ニーズ

の多様化に加え、アメリカの関税政策の転換など、事業環境は大きく変化している。こ

のような中で、愛知ブランド企業を始めとするモノづくり中堅・中小企業が持続的な成

長を遂げるためには、既存の製品や技術に固執することなく、新市場への参入や新製品

の開発等（以下「新規事業創出」という。）にチャレンジし、新たな企業価値を創造する

必要がある。 

そこで本事業では、愛知ブランド企業を始めとするモノづくり中堅・中小企業が持続的

に成長し続けるため、自社のコア技術を活かした新規事業創出を支援する。 

また、このような環境変化にスピード感を持って対応するには、自社単独での取り組み

に限らず、外部の知見や技術を積極的に取り入れることが有効な手法となる。そこで

STATION Ai 会員企業やスタートアップ、シーズを有する事業会社などとのオープンイノ

ベーションや各分野の専門家も活用し、新規事業創出を支援する。 

 
３ 委託期間 

  契約締結日から 2026 年３月 26 日（木）まで 
 

４ 事業内容 

  愛知ブランド企業又は本県の基盤産業関連のモノづくり中堅・中小企業を対象に、新規

事業を創出するための計画策定から、計画内容の実行までをコーディネーターが一貫して

支援する総合支援プログラムを実施する。加えて、スタートアップ等と連携するオープン

イノベーションの手法による新規事業創出が有効な場合には、オープンイノベーションの

実施を支援する。 
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支援にあたっては、製造業における新規事業創出に必要な知見や経験を有するとともに、

オープンイノベーションについての知識やネットワークを持つコーディネーター等（以下、

「コーディネーター」という。）を通年で配置して、個別伴走支援や関係者との各種調整

を行うとともに、支援中盤に中間報告会、終盤に成果報告イベントを企画・開催する。 

具体的には、以下の（１）～（４）に掲げる支援事業の実施・運営及びそれに伴う業務

について必要な事務を行うこと。 

 

（１）支援企業の募集 

・ 参加を希望する企業を募集すること。募集の際は、本事業の事業内容を想起させる

プログラムネーミングを決め、WEB ページを作成するとともに、募集期間を 1 か月

程度設けること。 

・ 募集に向けては、県と協力して愛知ブランド企業や基盤産業関連のモノづくり中

堅・中小企業に参加の声掛けを行うとともに、メディアや SNS、委託事業者の有す

るネットワークを活用し、プロモーションを行うこと。 

・ 支援企業の選定にあたっては、県と協議の上審査基準を作成すること。 

・ 募集締切後、審議会を開催して支援企業８社程度を選定すること。審議会の審査員

は、県及び委託事業者を必須とし、必要に応じて外部有識者に参加してもらうこと。 

 

（２）総合支援プログラムの実施 

（ア）新規事業計画の策定支援（フェーズ１：2025 年７月～９月） 

・ ケーススタディ型のワークショップを合計で６回以上（1 回あたり 120 分程度）実

施し、新規事業計画の策定を支援すること。 

・ ワークショップの実施方法は、内容によって全支援企業合同で行うか、支援企業ご

とに個別に行うかを検討すること。なお、開催方法は会場開催が望ましいが、事業

効果を高めることを目的とする場合は、オンラインでの開催に切り替えることも可

総合支援プログラムの概要 

〇 支援企業数 

８社程度 

（うち、４社程度は次年度に審査の上、継続支援可能（上限２年）） 

〇 支援対象企業 

新規事業創出の取組を希望する愛知ブランド企業又は基盤産業※関連のモノづくり

中堅・中小企業（県内に本社または工場・製造拠点等がある製造業の企業） 

※ 基盤産業とは、自動車を除く輸送機器、電気機器、一般機械・精密機器、金属

製品、プラスチック等を指す。 

〇 本事業の目標 

支援企業における具体的な成果（秘密保持契約、実証実験の実施、製品化、見積依

頼の受領、新規売上計上等） 
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能とする。 

・ 実施内容は、支援企業による新規事業創出に関する着想、発案が促進され、実現に

向けて論理的に思考が整理されるようなものとし、必要に応じて外部有識者を講師

として招聘することを検討すること。 

（内容例） 

新規事業創出の知見習得、自社の技術・強みの整理・分析、ターゲットとする市

場の動向や競合分析、新規事業や新製品開発の方向性の決定、達成に向けてやるべ

き事項の洗い出し、手法や必要な支援、スケジュールの検討 等 

・ 上記に加え、支援序盤のタイミングで、県の担当者とともに支援企業の現場を訪問

し、事業実態の把握や保有技術の確認を行うこと（現場確認）。 

・ オープンイノベーションの手法による新規事業創出が有効な場合には、他社との事

業共創内容の設計を支援すること。 

 

（イ）中間報告会（2025 年 10 月頃） 

・ フェーズ１終了後、各支援企業が作成した新規事業計画を発表する中間報告会を開

催するため、当日の会場手配、当日運営、連絡調整、交流会及びケータリング手配

等を行うこと。 

・ 開催方法は、一般参加不可の非公開方式とする。ただし、本事業の愛知ブランド企

業への PR のため、愛知ブランド企業を集めて開催することは可能とし、具体的な開

催方法は県と協議の上決定すること。 

 

（ウ）新規事業計画の実行支援（フェーズ２：2025 年 10 月～2026 年３月） 

・ 中間報告会開催後、隔週で１回程度（1回あたり 60 分程度）のコーディネーターに

よる個別面談を実施し、新規事業計画の達成に向けた支援を行うこと。 

・ コーディネーターによる個別面談のほか、支援企業が新市場開拓を目指す場合、そ

の市場に精通し、適切な支援が行える専門家（外部有識者等）を選定し、個別面談

の機会を用意すること。 

・ スタートアップ等と連携するオープンイノベーションの手法による新規事業創出が

有効な場合には、オープンイノベーションの実施を支援すること。なお、支援企業

８社程度のうち、最低２社程度にオープンイノベーションの実施を支援することを

目安とすること。 

 

①個別面談について 

・ 技術の検証、詳細な市場情報の収集、ヒアリング、試作品開発、展示会等出展、

広報活動、試作品等の顧客毎のカスタマイズ、試作品評価及び販路開拓等の支援

をすること。 

・ 補助金等の公的支援制度の活用を検討するなど、事業期間終了後も支援企業が自

発的かつ継続的に新規事業創出に向けた取組ができる内容とすること。 
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②オープンイノベーションの支援について 

・ 他社との事業共創内容決定後は、共創相手となり得る事業会社やスタートアップ

等の探索を支援し、マッチングに向けた個別商談機会を設定すること。 

・ 個別商談の実施後は、共創相手の選定支援を行い、選定後は両社による具体的な

取組に結び付くよう伴走支援を行うこと。 

 

③試作品開発及び展示会等出展費用への支援について 

・ 目標達成を支援するため、新事業創出に向けた試作品開発及び展示会等出展の段

階に達した支援企業については、その経費に対して 50 万円/社を目安に委託事業

者が支援企業に対して負担すること。なお、対象経費に該当するかどうかは県と

協議の上決定することとする。 

 

（エ）成果報告会（2026 年３月中下旬） 

・ 年度終盤には、各支援企業の取組の成果や関連する知見を共有する成果報告イベン

トを開催するため、当日の会場手配、当日運営、連絡調整、交流会及びケータリン

グ手配等を行うこと。 

・ 開催方法は、原則公開方式・オフラインで開催し、支援企業のモチベーション向上

及び他のモノづくり中堅・中小企業をターゲットに新規事業創出の機運醸成を図る

こと。なお、事業効果を高めることを目的とする場合は、オンラインでの開催に切

り替えることも可能とする。 

 

（３）実施体制 

・ コーディネーターは、原則として月曜日から金曜日は必要に応じてオンラインまたは

対面で面談等に対応できる体制とし、支援企業に十分な総合支援が提供できる体制を

整えること。 

・ コーディネーターは必ずしも専従である必要はないが、専従でない場合は必ず複数人

体制とし統括者１名を定めること。 

・ 県内にコーディネーターが活動できる体制の整備、旅費の確保、オンラインでの相談・

連絡体制確保等、支援企業及び愛知県との調整が円滑に行える体制とすること。 

 

（４）その他 

・ 事業の効果的な推進のために必要な広報を適宜実施するとともに、参加者募集やイ

ベント実施、事業実施結果の情報発信のための WEB ページや SNS 等を用いた効果的

な情報発信を行うこと。 

・ 本事業についてのプログラム名称を愛知県と調整の上決定すること。 

・ 必要に応じて、参加企業に対して本事業内容に係る説明をオンラインまたは対面で 

実施すること。 

・ 参加企業同士が、相互の連携を推進できるような提案をすること。 
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・ 成果報告イベントについて、県が実施する他の事業と合同で開催する場合、県が必

要とする場合は参画することとし、その際の費用は必要分を負担すること。 
・ 隔週で１回程度、県に対して事業活動状況報告を行うこと。事業年度を超えるよう

な継続的な案件に円滑に対応できるよう、当該活動状況報告は、組織的に共有しや

すい平易な内容とすること。 

・ 県と調整の上、必要があると認められた場合、愛知ブランド事業等モノづくり企業

の支援に関する他の事業との連携・協力を行うこと。 

 
５ 成果物 

（１）作成する成果物 

・事業実施報告書（Ａ４判・縦）     ３部 

・上記の電子データ         １式 

・その他、県が指示したもの 

※電子データは県が指定する形式で作成すること。 

 

（２）納入場所 

愛知県経済産業局産業部産業振興課 

 

（３）納入期限 

  2026 年３月 26 日（木） 

 

６ スケジュール（予定） 

 

７ その他 

（１） 委託業務の開始から終了までの間、本委託業務を総括する責任者（以下「総括責任

者」という。）を１名配置し、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施の

ために、定期的に県と連絡調整を行うこと。 
（２） 本委託業務の内容については、本仕様書及び「オープンイノベーション裾野拡大事

業委託業務 企画提案書募集要項」に基づいて提出した企画提案書の内容を遵守する
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こととし、本委託業務の実施にあたっては、県と十分協議すること。 
（３） 本委託業務における打合せや会議等については、議事録を作成し、その都度、県に

報告すること。 
（４） 本委託業務を円滑・適正に運営するための組織体制、人員配置を行うこと。 
（５） 本委託業務の経理を明確にするため、受託者は他の経理と明確に区分して会計処理

を行うこと。 
（６） 成果物の著作権は県に帰属する。また、受託者は第三者の著作権等の権利を侵害し

ていないことを保証すること。 
（７） 本委託業務の実施において、個人情報等の保護すべき情報の取り扱いに万全の対策

を講じること。 
（８） 本委託業務の実施にあたり、問題等が発生した場合には、県に遅滞なく報告すると

ともに、誠実な対応を行うこと。 
（９） 本委託業務は国の新しい地方経済・生活環境創生交付金を利用するものである。本

委託業務完了後５年間、本委託業務に係る会計帳簿及び証拠書類を、県あるいは会計

検査院の求めに応じていつでも閲覧に供することができるように保存しなければな

らない。 
（10） 本委託業務に係る会計実地検査等が行われる場合は協力すること。 
（11）  天災等の影響により、仕様書に記載された事業の一部が実施できなくなった場合は、

県と受託者の協議の上、契約金額を含めて、契約変更する。 
（12） 契約締結前に実施した事項については受託者の責任とし、県は一切の責任を負わな

い。 

（13） その他、本仕様書に定めのない事項は、県と受託者の協議により定めるものとする。 


